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※あくまで作成例です。
団体の実態に合わせて、任意の様式で作成してください





【団体名】 規約

第1章　総則
（名称）
第1条　本団体は、「【団体名】」（以下「本団体」という。）と称する。
（事務所）
第2条　本団体の事務所は、【日向市内の住所（または主たる活動拠点）】に置く。
（目的）
第3条　本団体は、【対象（例：地域住民・子ども・若者・高齢者 等）】に対し、【主要な事業（例：交流の場づくり、学習支援、防災・環境美化 等）】を行い、【地域にもたらす効果】に寄与することを目的とする。
２　本団体は、営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的として活動しない。
（事業）
第4条　本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）【事業１】
（２）【事業２】
（３）【事業３】
（４）その他、目的達成に必要な事業

第2章　会員
（会員の種別）
第5条　本団体の会員は、次の区分とする。
（１）正会員　本団体の目的に賛同し入会した個人（又は団体）
（２）賛助会員　本団体の事業を賛助するために入会した個人（又は団体）
（３）その他会員　【内容】
２　本団体の役員及び会員は、暴力団等の反社会的勢力に該当せず、またこれらと関係を有しないことを誓約する。
（入会）
第6条　本団体に入会しようとする者は、代表者に入会申込書を提出し、役員会（又は総会）の承認を得なければならない。
（退会）
第7条　会員は、代表者に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
（会員資格の喪失）
第8条　会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会（又は総会）の議決により、その資格を喪失する。
（１）本規約に違反し、又は本団体の名誉を著しく毀損したとき
（２）公序良俗に反する行為、又は本団体の秩序を乱す行為を行ったとき
（３）会費の納入が【　】か月（年）以上滞ったとき（会費を定める場合）
（４）その他、会員として不適当と認められるとき
（拠出金品の不返還）
第9条　退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
（会費）
第10条　本団体の会費は、次のとおりとする。
【例A：会費を定める場合】正会員　年額【　】円／賛助会員　年額【　】円
【例B：会費を徴収しない場合】会費は徴収しない。ただし、事業実施に必要な場合は、総会（又は役員会）の承認により、臨時に必要経費を徴収できる。

第3章　役員
（役員）
第11条　本団体に、次の役員を置く。
（１）代表者　１名
（２）副代表者（副会長）　【　】名
（３）会計　１名
（４）監事（会計監査）　１名以上
２　監事は、代表者及び会計を兼ねることができない。
３　役員は、正会員の互選により選任する。
４　役員の任期は【　】年とし、再任を妨げない。
（役員の職務）
第12条　代表者は、本団体を代表し、会務を総理する。
２　副代表者（副会長）は、代表者を補佐し、代表者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
３　会計は、本団体の出納事務を処理し、会計帳簿及び証拠書類を管理する。
４　監事は、会計及び業務の執行状況を監査する。

第4章　会議
（総会）
第13条　総会は、正会員をもって構成し、年【　】回開催する。必要があるときは、臨時総会を開催できる。
２　総会は、代表者が招集する。
３　総会は、正会員の過半数の出席（書面表決・委任状を含む）により成立する。
４　総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
５　総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
（総会の議決事項）
第18条　総会は、次の事項を議決する。
（１）規約の変更
（２）事業計画及び収支予算並びにその変更
（３）事業報告及び収支決算
（４）役員の選任及び解任
（５）解散及び残余財産の処分
（６）その他本団体の運営に関する重要事項
（役員会）
第19条　役員会は、監事を除く役員をもって構成し、必要に応じて代表者が招集する。
２　役員会は、次の事項を審議又は議決する。
（１）総会に付議すべき事項
（２）総会で議決した事項の執行に関する事項
（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
（議事録）
第20条　総会及び役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第5章　会計
（経費及び資産）
第21条　本団体の経費は、会費、寄附金品、助成金・補助金、事業に伴う収入その他の収入をもって充てる。
２　本団体の資産の管理方法は、役員会で定める。
（会計年度）
第23条
本団体の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

第６章　規約の変更・解散
（規約の変更）
第29条　本規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の賛成をもって議決する。
（解散）
第30条　本団体は、次に掲げる事由により解散する。
（１）総会の決議
（２）目的とする活動の不能
（３）正会員の欠亡
（４）その他法令又は本規約で定める事由
２　前項（１）の決議による解散は、正会員総数の４分の３以上の賛成を要する。

第７章　附則
（施行）
第32条　本規約は、【西暦】年【月】日から施行する。
２　本団体の設立日は、【西暦】年【月】日とする。









※【ひまわりの種事業】または【ひまわり塾生チャレンジ事業】の助成区分で申請する場合は、団体要件に合わせて次のような条文を追加することを検討してください。







（ひまわりの種事業）
第【　】条　本団体の会員の過半数は、日向市内に住所を有する学生又は日向市内の学校に在籍する学生とする。
２　代表者は１８歳以上の者とする。


（ひまわり塾生チャレンジ事業）
第【　】条　本団体の会員のうち２人以上は、過去３年以内に日向市ひまわり基金事業推進協議会が主催するひまわり塾を修了または修了予定の者とする。
２　代表者は１８歳以上の者とする。
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規約 【団体名】

第1章総則

（名称）

第1条本団体は、「」（以下「本団体」という。）と称する。 【団体名】

（事務所）

第2条本団体の事務所は、に置く。 【日向市内の住所（または主たる活動拠点）】

（目的）

【対象（例：地域住民・子ども・若者・高齢者等）】【主要な事業（例：交流の 第3条本団体は、に対し、

を行い、に寄与することを目的と 場づくり、学習支援、防災・環境美化等）】【地域にもたらす効果】

する。

２本団体は、営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的として活動しない。

（事業）

第4条本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

【事業１】 （１）

【事業２】 （２）

【事業３】 （３）

（４）その他、目的達成に必要な事業

第2章会員

（会員の種別）

第5条本団体の会員は、次の区分とする。

（１）正会員本団体の目的に賛同し入会した個人（又は団体）

（２）賛助会員本団体の事業を賛助するために入会した個人（又は団体）

【内容】 （３）その他会員

２本団体の役員及び会員は、暴力団等の反社会的勢力に該当せず、またこれらと関係を有しな

いことを誓約する。

（入会）

第6条本団体に入会しようとする者は、代表者に入会申込書を提出し、役員会（又は総会）の

承認を得なければならない。

（退会）

第7条会員は、代表者に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

（会員資格の喪失）

第8条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会（又は総会）の議決により、その

資格を喪失する。

（１）本規約に違反し、又は本団体の名誉を著しく毀損したとき

（２）公序良俗に反する行為、又は本団体の秩序を乱す行為を行ったとき

【】か月（年）以上（会費を定める場合） （３）会費の納入が滞ったとき

（４）その他、会員として不適当と認められるとき

（拠出金品の不返還）

第9条退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

（会費）

第10条本団体の会費は、次のとおりとする。

規約例

※あくまで作成例です。

団体の実態に合わせて、任意の様式で作成してください

